
 

 

 
 

 

 
今
年
の
申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
は 

感
染
症
対
策
の
た
め 

予
約
定
員
制
で
行
い
ま
す 

今
週
の
商
工
新
聞
の
折
り
込
み
で
申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
の
日

程
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

今
年
は
地
域
の
公
民
館
や
コ
ミ
セ
ン
な
ど
が
利
用
を
停
止
し
て
い

る
た
め
、
1
月
の
申
告
準
備
の
支
部
集
会
か
ら
民
商
事
務
所
で
開
催

し
て
い
ま
す
。
2
月
も
同
様
に
民
商
事
務
所
で
の
開
催
を
続
け
ま
す

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
の
た
め
1
回
あ
た
り
の
定
員
を
15

名
ま
で
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
事
前
に
参
加
予
約
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
予
約
は
都
合
上
、
電
話
の
み
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
家
族
等
の
同
伴
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨

も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
同
伴
は
極
力
少
人
数
で
お
願
い
し
ま
す
。 

電
話
番
号 

06‐

６
３
８
３‐

２
２
１
１ 

 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
の 申

請
に
つ
い
て 

緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
時
短
営
業
に
協
力

し
た
事
業
所
へ
の
大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協

力
金
に
つ
い
て
募
集
要
項
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
の
で
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま
す
。
詳
細
は
大
阪

府
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 申
請
期
間
（
予
定
） 

2
月
8
日
（
月
）
～
3
月
22
日
（
月
）（
郵
送
当
日
消
印
有
効
） 

 

申
請
方
法 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請 

も
し
く
は 

郵
送
（
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
ラ
イ
ト
）
に
よ
る
受
付 

郵
送
申
請
の
送
付
先 

〒
５
５
９‐

０
０
３
４ 

大
阪
市
住
之
江
区
南
港
北
2‐

1‐

10 

Ａ
Ｔ
Ｃ
ビ
ル 

Ｉ
Ｔ
Ｍ
棟 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
申
請
事
務
局 

電
話
番
号
：
06‐

６
２
１
０‐

９
５
２
５ 

 

必
要
書
類 

支
給
申
請
書
（
様
式
1
）、
支
給
要
件
確
認
書
（
様
式
2
） 

誓
約
・
同
意
書
（
様
式
3
） 

飲
食
店
営
業
許
可
証
又
は
喫
茶
店
営
業
許
可
証
の
写
し 

写
真
等 

①
店
舗
名
（
屋
号
）
が
わ
か
る
店
舗
の
外
観
の
写
真
（
店
舗
の
実
態

が
確
認
で
き
る
も
の
） 

②
休
業
・
営
業
時
間
短
縮
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
写
真
等 

③
大
阪
府
「
感
染
防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
」
を
掲
示
し
て
い
る
写
真 

事
業
所
得
の
分
か
る
確
定
申
告
書
の
写
し 

本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
） 

振
込
先
確
認
書
類  

（
様
式
は
2
月
8
日
に
大
阪
府
の
給
付
金
Ｈ
Ｐ
上
で
公
開
予
定
） 

消
費
税
減
税
こ
そ 

重
要
な
コ
ロ
ナ
対
策 

消
費
税
廃
止
吹
田
連
絡
会
の
月
例
宣

伝
行
動
を
イ
オ
ン
吹
田
店
前
で
行
な
い
、

民
商
・
新
婦
人
・
な
く
す
会
の
3
団
体

の
12
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
マ
イ
ク
で

適
切
な
コ
ロ
ナ
対
策
と
消
費
税
の
減
税

を
訴
え
、
通
行
す
る
方
に
は
ビ
ラ
を
手

渡
し
ま
し
た
。 

 

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
に
ビ
ラ
配
布
行
動 

1
月
31
日
の
日
曜
日
に
民
商
事
務

所
で
集
合
し
拡
大
統
一
行
動
と
し
て
、
な

ん
で
も
相
談
会
を
お
知
ら
せ
す
る
1
月

ビ
ラ
を
役
員
・
事
務
局
9
名
で
２
５
０

０
枚
を
配
布
し
ま
し
た
。
今
回
は
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
地
域
で
も
高
層
棟
に
建
て
替
え

ら
れ
た
公
営
住
宅
や
新
し
く
建
設
さ
れ

た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
配
布
が
可
能
な

と
こ
ろ
を
重
点
的
に
配
布
し
ま
し
た
。
ま

た
配
布
中
に
は
宣
伝
カ
ー
も
運
行
し
音

声
で
の
ア
ピ
ー
ル
も
行
い
ま
し
た
。 

 

集
金
が
事
務
局
に
よ
る
個
別
訪
問
の
会
員
・
読
者
の
方
へ 

今
月
は
2
か
月
分
（
2
・
3
月
分
）の 

集
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

毎
年
、
事
務
局
は
確
定
申
告
期
の
2
・
3
月
に
確
定
申
告
作
成

の
支
部
集
会
や
集
団
申
告
の
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
の
準
備
な
ど

で
非
常
に
多
忙
に
な
り
ま
す
。
事
務
局
が
個
別
訪
問
で
集
金
し
て
い

る
会
員
さ
ん
・
読
者
さ
ん
は
2
か
月
分
の
集
金
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

伝
言
板 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

申
請
会 

2
月
22
日
（
月
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

2
月
25
日
（
木
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

 

無
料
法
律
相
談 

2
月
18
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
さ
ん
の
出
張
相
談
会
で
す
。 

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
12
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

府
営
住
宅
申
し
込
み 

締
切 

2
月
15
日
（
月
）
郵
送
消
印
有
効 

申
込
書
は
民
商
事
務
所
に
置
い
て
い
ま
す
。
必
要
な
方
は
ご
来
館
く

だ
さ
い
。 


